
領収書について

申請の際は、原則として領収書を添付してください。
領収書は、以下の内容の記載が必要です。
・宛名
・発行者
・金額
・日付
・但書（「初任者研修受講料」等の研修名や支払いの対象がわかること）

Q ＆ A

Q１.クレジットカード払いで、支払いがまだ完了していません。この場合、申請はできますか。
A１.支払完了が令和5年1月1日以降であれば申請できます。
ただし、申請時点で支払いが完了している金額のみの補助となります。申請をする際は、支払った分のみの領収書を受講先に発行しても
らう必要があります。申請期限である令和6年３月３１日までに支払いが完了しない場合は、３月３１日までに支払った金額しか補助ができ
ませんので、ご了承ください。なお、申請は期限日までに行ってください。

Q２.クレジットカード払いのため領収書がありません。
A２.原則として領収書の添付が必要なため、受講先に領収書の発行を依頼してください。なお、支払いが完了していない場合は、完了している

金額分の領収書の発行が必要です。

▼次ページへ続く



Q３.領収書がない場合はどうすればよいか。
A３.原則として領収書の添付が必要なため、受講先に領収書の発行を依頼してください。
発行ができない場合は、宛名・発行者・金額・日付・但書が記載された書類（ただし、支払先が記載したものに限る。）を代替書類として受け

付けることができます。
なお、次ページのように明細のない受領証や、受講料の支払い案内のみの添付は受け付けることができません。ご了承ください。

明細のない受領証
受
講
料
の
支
払
い
案
内


